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法
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年
法
律
第
五
十
一
号
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第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
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実
施
年
月
日

実　

施　

区　

域

検
査
受
付
時
間

実
施
の
場
所

令
和
四
年

五
月
九
日

大
崎
市

三

本

木

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
ま
で

三
本
木
総
合
支
所

　

同
五
月
十
日

大
崎
市

岩

出

山

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
ま
で

岩
出
山
総
合
支
所
車
庫

　

同
五
月
十
一
日

大
崎
市

鳴
子
温
泉

午
前
十
一
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

鳴
子
総
合
支
所
車
庫

　

同
五
月
十
六
日

大
崎
市

田

尻

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
ま
で

田
尻
ス
キ
ッ
プ
セ
ン
タ
ー
車
庫

　

同
五
月
十
七
日

大
崎
市

鹿

島

台

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

鎌
田
記
念
ホ
ー
ル

　

同
五
月
二
十
日

大
崎
市

松

山

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

正
午
ま
で

松
山
公
民
館

　

同
五
月
二
十
三
日

大
崎
市

古

川

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

古
川
保
健
福
祉
プ
ラ
ザ
（
Ｆ
プ

ラ
ザ
）

　

同
五
月
二
十
四
日

大
崎
市

古

川

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

東
大
崎
地
区
公
民
館

　

同
五
月
二
十
五
日

大
崎
市

古

川

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

古
川
保
健
福
祉
プ
ラ
ザ
（
Ｆ
プ

ラ
ザ
）

　

同
五
月
二
十
七
日

大
崎
市

古

川

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

大
崎
市
民
会
館

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
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の
名
称

　
　

名
取
地
区
北
部
分
区

二　

処
分
の
年
月
日
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令
和
四
年
三
月
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

清
水
川
北
浦
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
三
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

吉
田
南
部
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
三
月
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

気
仙
沼
市
本
吉
町
平
椚
一
八
の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
漆
原
四
三
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵
養����������

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢��

間
伐
そ
の
他
特
別
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

伊
具
郡
丸
森
町
舘
矢
間
山
田
字
小
巻
三
一
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
と
す
る
。

　
　
　
　

字
小
巻
三
一
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
丸
森
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。
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令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

白
石
市
越
河
平
字
石
神
五
九
、
六
〇
、
字
矢
尻
四
八
、
五
六
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
と
す
る
。

　
　
　
　

字
石
神
五
九
・
六
〇
・
字
矢
尻
四
八
・
五
六
の
一
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
白
石
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
大
清
水
二
六
の
一
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。　

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
大
崎
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県　

道

女
川
牡
鹿
線

牡
鹿
郡
女
川
町
大
石
原
浜
字
向
二
番
八
地
先
か
ら

同
郡
同
町
野
々
浜
字
大
道
七
五
番
五
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

三
月
二
十
八
日

�

午
後
三
時

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県　
　

道

大
島
浪
板
線

気
仙
沼
市
中
山
三
五
三
番
一
三
六
地
先
か
ら

同
市
中
山
三
五
三
番
一
三
六
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

三
月
二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
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律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

気
仙
沼
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
号

　

名
取
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
号

　

名
取
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称

　
　
　

愛
島
台
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

東
北
・
新
潟
自
治
体
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー

ビ
ス
（
宮
城
県
分
）
運
用
等
業
務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

企
画
部
デ
ジ
タ
ル
み
や
ぎ
推
進
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
四
年
三
月
七
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

Ｓ
Ｂ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
株
式
会
社　

東
京
都
新
宿
区
新

宿
六
丁
目
二
十
七
番
三
十
号

五�　

契
約
金
額　

三
億
三
千
五
百
八
十
一
万
六
千
八
百
四
十
四
円

六�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
該
当

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

令
和
四
年
度
公
共
用
水
域
（
河
川
・
湖
沼
）
水
質
分
析
等
業
務

　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

環
境
生
活
部
環
境
対
策
課　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三�　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
四
年
三
月
八
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
公
害
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー　

仙
台
市

青
葉
区
落
合
二
丁
目
十
五
番
二
十
四
号

五�　

落
札
金
額　

三
千
二
百
八
十
九
万
円

六�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七�　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
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選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

石
田
政
博
と
共
に
大
崎

を
語
る
会
（
石
田
政
博

後
援
会
）

石
田　

政
博

石
田　

美
香

大
崎
市
岩
出
山
二
ノ
構
五
六

令
和
四
年

�

二
月
十
五
日

お
じ
ま
ま
さ
は
る
後
援

会

宮
本　
　

武

鈴
木　
　

顕

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
鷲
ノ
巣
五
一－

二

令
和
四
年

�

二
月
三
日

小
野
松
よ
し
ゆ
き
後
援

会

小
野
松
佳
孝

小
野
松
佳
孝

大
崎
市
岩
出
山
下
一
栗
字
畑
田
四－

一

令
和
四
年

�

二
月
九
日

兼
子
佳
恵
後
援
会

兼
子　

佳
恵

萱
場　

祐
子

石
巻
市
大
街
道
西
一－
一
四－

一
九

令
和
四
年

�

二
月
八
日

木
村
紀
斗
後
援
会

木
村　

紀
斗

木
村　

仁
洋

石
巻
市
広
渕
字
町
一
八
八

令
和
四
年

�

二
月
十
日

そ
の
だ
修
光
仙
台
後
援

会

千
田　

勝
見

五
百
澤
洋
太

仙
台
市
青
葉
区
花
京
院
一－

一－

三
〇

令
和
四
年

�
二
月
十
五
日

谷
ゆ
う
す
け
同
志
会

谷　
　

祐
輔

谷　
　
　

碧

石
巻
市
貞
山
三－

二－

三
八

令
和
四
年

�
二
月
七
日

地
域
会

市
川　

昌
隆

市
川
真
理
子

石
巻
市
蛇
田
字
新
谷
地
前
四
二－

四

令
和
四
年

�

二
月
一
日

藤
本
か
ん
じ
ゅ
後
援
会

藤
本　

勘
寿

藤
本　

清
子

大
崎
市
古
川
北
町
一－

四－

三

令
和
四
年

�

二
月
二
十
八
日

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
古
川
支
部

菊
地　

恵
一

会
計
責
任
者

の

氏

名

早
坂　
　

憂

佐
藤　

清
隆

令
和
三
年

�

九
月
十
二
日

自
由
民
主
党
宮
城
県
第

五
選
挙
区
支
部

森　
　

千
里

会
計
責
任
者

の

氏

名

尾
出　

恵
一

柏
木　

和
子

令
和
三
年

�

十
二
月
二
十
九
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

阿
部
久
一
後
援
会

阿
部　

庄
吾

代

表

者

の

氏

名

阿
部　

庄
吾

佐
藤
重
兵
衛

令
和
四
年

�

一
月
十
五
日

石
巻
福
祉
環
境
政
策
研

究
会

早
坂　
　

順

会
計
責
任
者

の

氏

名

加
藤　

鴻
也

西
尾　

一
成

令
和
三
年

�

十
月
二
十
日

伊
藤
信
太
郎
七
ヶ
浜
後

援
会

大
町　

睦
夫

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町

湊
浜
一－

二－

一

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町

菖
蒲
田
浜
字
向
山

三
五－

四

令
和
四
年

�

二
月
五
日

代

表

者

の

氏

名

大
町　

睦
夫

渡
邊　

善
夫

会
計
責
任
者

の

氏

名

布
田　

庫
三

梅
津　

榮
一

大
森
秀
一
後
援
会

毛
利　

明
宏

代

表

者

の

氏

名

毛
利　

明
宏

大
森　

純
治

令
和
四
年

�

二
月
十
六
日

斎
藤
よ
し
か
つ
後
援
会

佐
藤　

康
雄

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

柴
田
郡
柴
田
町
槻

木
上
町
一－

一－

六
二

柴
田
郡
柴
田
町
槻

木
上
町
一－

三－

三
〇

令
和
三
年

�

十
月
八
日

代

表

者

の

氏

名

佐
藤　

康
雄

斎
藤　

義
勝

会
計
責
任
者

の

氏

名

大
沼　

政
照

佐
藤　

康
雄

手
島
牧
世
後
援
会

佐
藤　
　

農

代

表

者

の

氏

名

佐
藤　
　

農

鈴
木　

茂
和

令
和
四
年

�

一
月
一
日

は
し
も
と
伸
一
後
援
会

齋
藤　

智
博

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

亘
理
郡
山
元
町
山

寺
字
頭
無
一
六
一

－

六

亘
理
郡
山
元
町
山

寺
字
頭
無
一
六
一

－

一

令
和
四
年

�

二
月
七
日

早
川
俊
弘
後
援
会

内
海　

正
博

代

表

者

の

氏

名

内
海　

正
博

早
川　

俊
弘

令
和
四
年

�

二
月
九
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

角
田
支
部

加
藤　

泰
彦

会
計
責
任
者

の

氏

名

笹
森　

裕
市

佐
藤　

忠
義

令
和
三
年

�

四
月
十
六
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

阿
部　
　

計

会
計
責
任
者

若
山　

智
彦

鈴
木　

盛
夫

令
和
三
年
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河
南
桃
生
支
部

の

氏

名

�

五
月
二
十
六
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

加
美
支
部

中
島　

信
也

会
計
責
任
者

の

氏

名

阿
部　

孝
夫

千
葉　

和
夫

令
和
三
年

�

七
月
十
六
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

栗
駒
鶯
沢
支
部

阿
部　
　

庸

会
計
責
任
者

の

氏

名

佐
藤　

京
子

千
葉　

吉
雄

令
和
三
年

�

六
月
一
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

み
や
ぎ
北
上
支
部

熊
谷　
　

毅

代

表

者

の

氏

名

熊
谷　
　

毅

岩
渕　

吉
郎

令
和
三
年

�

五
月
二
十
三
日

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

登
米
市
中
田
町
上

沼
字
西
桜
場
一
八

登
米
市
中
田
町
宝

江
黒
沼
大
海
崎
六

令
和
三
年

�

十
月
十
一
日

本
吉
唐
桑
商
工
政
治
連

盟

今
野　

和
好

代

表

者

の

氏

名

今
野　

和
好

髙
橋　

和
志

令
和
三
年

�

八
月
二
十
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

亀
谷　

拓
也

鈴
木　
　

茂

山
口
荘
一
郎
を
囲
む
会

鈴
木　

謙
一

代

表

者

の

氏

名

鈴
木　

謙
一

阿
部　

康
志

令
和
三
年

�

十
月
十
四
日

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

一
清
会

山
城　

靖
夫

令
和
四
年
二
月
二
十
日

木
村
き
み
お
後
援
会

阿
部　
　

進

令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日

斎
藤
よ
し
か
つ
後
援
会

佐
藤　

康
雄

令
和
三
年
十
月
八
日

庄
子
け
ん
い
ち
後
援
会

庄
子　

賢
一

令
和
四
年
二
月
八
日

田
村
と
も
は
る
後
援
会

田
村　

誠
明

令
和
四
年
一
月
三
十
一
日

吉
田
真
悦
後
援
会

小
畑　

和
男

令
和
三
年
十
二
月
三
十
日

我
妻
か
お
る
後
援
会

三
浦
孝
太
郎

令
和
三
年
十
二
月
二
十
七
日

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
令

和
二
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
令

和
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

斎
藤
よ
し
か
つ
後
援
会

報
告
年
月
日
　
４
.�２
.�14（

３
.�10.�８

解
散
）

１
　
収
入
総
額

523,300�

　
　
　
前
年
繰
越
額

523,300�

２
　
支
出
総
額

0�

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
資
金
管
理
団
体
）

庄
子
け
ん
い
ち
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
庄
子
　
賢
一

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
４
.�２
.�14（

４
.�２
.�８
解
散
）

１
　
収
入
総
額

54,180

　
　
　
本
年
収
入
額

54,180

２
　
支
出
総
額

54,180

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

54,180

　
　
　
個
人
分

54,180

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

54,180
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〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
令

和
四
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　
　
　
事
務
所
費

54,180

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
個
人
分
〕

　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

54,180

田
村
と
も
は
る
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
田
村
　
誠
明

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
石
巻
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
４
.�２
.�16（

４
.�１
.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

一
清
会

報
告
年
月
日
　
４
.�２
.�25（

４
.�２
.�20解

散
）

１
　
収
入
総
額

16,000

　
　
　
前
年
繰
越
額

16,000

２
　
支
出
総
額

16,000

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

16,000

　
　
　
人
件
費

16,000

木
村
き
み
お
後
援
会

報
告
年
月
日
　
４
.�１
.�21（

３
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

斎
藤
よ
し
か
つ
後
援
会

報
告
年
月
日
　
４
.�２
.�14（

３
.�10.�８

解
散
）

１
　
収
入
総
額

523,300

　
　
　
前
年
繰
越
額

523,300

２
　
支
出
総
額

0

吉
田
真
悦
後
援
会

報
告
年
月
日
　
４
.�２
.�24（

３
.�12.�30解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

我
妻
か
お
る
後
援
会

報
告
年
月
日
　
４
.�１
.�25（

３
.�12.�27解

散
）

１
　
収
入
総
額

20,940

　
　
　
前
年
繰
越
額

20,940

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
資
金
管
理
団
体
）

庄
子
け
ん
い
ち
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
庄
子
　
賢
一

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
４
.�２
.�14（

４
.�２
.�８
解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

田
村
と
も
は
る
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
田
村
　
誠
明

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
石
巻
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
４
.�２
.�16（

４
.�１
.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

一
清
会

報
告
年
月
日
　
４
.�２
.�25（

４
.�２
.�20解

散
）

１
　
収
入
総
額

0
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〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

　

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

指
定
年
月
日

市
川　

昌
隆

石
巻
市
議
会
議
員

地
域
会

石
巻
市
蛇
田
字
新
谷
地
前
四
二－

四

令
和
四
年

�

二
月
一
日

小
野
松
佳
孝

大
崎
市
議
会
議
員

小
野
松
よ
し
ゆ
き
後

援
会

大
崎
市
岩
出
山
下
一
栗
字
畑
田
四－
一

令
和
四
年

�

二
月
八
日

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
及
び
同
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
、次
の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
及
び
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

田
村　

誠
明

田
村
と
も
は
る
後
援
会

令
和
四
年
一
月
三
十
一
日

㈡　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

資
金
管
理
団
体
で
な
く

な
っ
た
年
月
日　
　
　

庄
子　

賢
一

庄
子
け
ん
い
ち
後
援
会

令
和
四
年
二
月
八
日

２
　
支
出
総
額

0


